
令和８年度 住宅等の脱炭素化促進補助金 

 
申請の手引き（エネファーム） 

 

 

 
 
 

 
 

   

 

○補助金の申請の時期を「工事着工前」から「工事完了後」へ変更します。 

〇ＧＸ志向型住宅に対する補助を新設しました。 

〇蓄電システムへの補助について、太陽光発電設備と同時設置の場合も対象になりました。 

○蓄電システムの補助上限容量が変更になりました。 

（旧）上限なし ⇒（新）上限 10kWh 

〇断熱窓改修の補助上限金額が変更になりました。 

（旧）上限 20 万円 ⇒（新）上限 10 万円 

〇一体的導入の新築・共同住宅の区分を廃止し、築 10 年超区分、築 10 年以下区分に統合し

ました。 

昨年度からの主な変更点 

令和８年４月 
名古屋市環境局環境企画部脱炭素社会推進課 

 

○下記受付窓口までご提出、お問い合わせください。 

※午前 9時から午後 5時 30 分（土・日・祝、12/27～1/4 除く） 

 

  ≪受付窓口≫ 

  〒453-0018  名古屋市中村区佐古前町 22‐13 森ビル 502 

  株式会社 MTK 内「住宅等の脱炭素化促進補助金 受付窓口」 

  TEL：052-485-7073   FAX：052-485-7038        

  MAIL：datsutanso@mtk-jp.co.jp 

 

 

郵送の場合の書類提出先及び補助金の手続きに関するお問い合わせ先 

〇申請様式や提出書類は、昨年度から変更されていますので、ご注意ください。 

○申請書類に不備・不足がある場合受付ができません。手引きや要綱等を必ずご確認の

うえご申請ください。 

〇受付が完了した書類から先着順で、補助金の交付決定を行います。 

 

注意事項 

mailto:datsutanso@mtk-jp.co.jp
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各補助事業の概要は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 令和８年度の補助事業について 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 補助金額が変更となるとき 

    

 

 

 

 

申請者 

申請者宛て郵送 

受付・書類審査 

約１か月後 

交付決定兼交付額確定 

「交付申請書兼実績報告書(第１号様式)」の提出 

申請期間 令和８年７月１日（水）～ 

令和９年２月１２日(金) 

「交付決定兼額確定通知書」到着 

設置工事及び引き渡し 完了 
令和８年４月１日(水)～令和９年２月１２日（金）

の間に事業完了しているものが対象となります。 

※事業完了日の考え方はＰ.３を参照してください。 

補助金 受取 
「ジュウタクダツタンソカナゴヤシカイケイカンリ

シャ」の名称で振込みます。 

振込みの完了について通知等は送付しません。 

通帳の記帳などで確認してください。 

補助金の支払 

約１か月後 

２ 申請の流れについて 

名古屋市 

「補助金交付請求書(第６号様式)」の提出 

提出期限：交付決定兼額確定日から２０日以内 

または 

令和９年３月３１日（水） 

のうちいずれか早い日 

 

受付・書類審査 
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(1) 事業完了日について 

  令和９年２月１２日（金）までに事業を完了してください。 

補助区分ごとの事業完了日は以下の日付のうちいずれか遅い日となります。 

ただし、すべての日付が令和８年４月１日以降である必要があります。 

区分 事業完了日 提出書類 

一体的導入 

① 太陽光発電設備の連系日 

② 対象システムの保証開始日 

③ 住宅の引渡し日（対象システムが設

置された住宅を購入する場合） 

① 連系に関するお知らせ 

② 保証書 

③ 引渡し証明書 

ＺＥＨ 

① 太陽光発電設備等の連系日 

② 太陽光発電設備・HEMS の保証開始日 

③ 住宅の引渡し日 

① 連系に関するお知らせ 

② 保証書 

③ 引渡し証明書 

Ｖ２Ｈ 

① 対象システムの保証開始日 

② 住宅等の引渡し日（対象システムが

設置された住宅等を購入する場合） 

① 保証書 

② 引渡し証明書 

蓄電システム 

① 対象システムの保証開始日 

② 住宅の引渡し日（対象システムが設

置された住宅を購入する場合 

① 保証書 

② 引渡し証明書 

断熱窓改修 ①工事完了日 
①工事完了報告書などの工事完

了日が分かる書類 

エネファーム 

① 対象システムの保証開始日 

② 住宅の引渡し日（対象システムが設

置された住宅を購入する場合 

①保証書 

②引渡し証明書 
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(1) 補助金交付申請書兼実績報告書、請求書は郵送又は電子申請システムにより提出し

てください。 

(2) 申請受付期間 

令和８年７月１日（水）から令和９年２月１２日（金）までに交付申請書兼実績報告

に必要な書類をすべて提出できることが補助の条件となります。郵送の場合は消印

有効です。 

  (3) 交付決定兼額確定から２０日以内または令和９年３月３１日（水）のいずれか早い

日までに、請求書を提出してください。郵送の場合は消印有効です。 

(4) 補助金交付申請書兼実績報告書等の様式は、名古屋市公式ウェブサイト（トップペ

ージ＞暮らしの情報＞環境保全＞補助・助成等（環境保全関係）＞住宅等の脱炭素化

促進補助）からダウンロードできます。 

(5) 申請書の様式は、必ず令和８年度のものを使用してください。 

(6) 記入にあたっては、鉛筆や消せるボールペンを使用しないでください。 

(7) 提出するときは、申請書に添付のチェック表を確認のうえ、漏れのないようにして

ください。 

(8) 提出時には必ず控えをとり、各自保管してください。一度提出された書類は返却し

ません。 

(9) 書類の到着確認が必要な方は、「申請書類等確認票」（名古屋市公式ウェブサイトか

ら様式をダウンロードすることができます）を同封して提出してください。受付窓

口にて書類の到着を確認後、この確認票を書類の提出元へ FAX いたします。なお、

FAX での返信は、書類の到着の確認のためであり、書類の受付を保証するものではあ

りません。内容に不備がある場合は後日連絡します。 

(10) 本市の「住宅等の脱炭素化促進補助金交付要綱」及び「住宅等の脱炭素化促進補助

金事務取扱要領」を熟読の上、申請してください。 

(11) 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書

類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反になり

ますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

３ 申請方法について 
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(1) 令和８年７月１日（水）から令和９年２月 1２日（金）の期間、各補助事業の予算に

達するまで先着順に受付を行います。 

(2) 受付窓口に完備された書類が提出された日が「受付日」となります。添付書類の不

足があった場合は、不足書類が全て提出された日が受付日となります。 

(3) 補助金を受けることができる回数は、それぞれの補助区分において、１人につき１

回です。（ただし異なる住宅等に設置する場合は可。） 

(4) 申請が予算の範囲を超えた場合は、期間中でも受付を終了します。 

(5) 申請が予算の範囲を超えた日に、複数の補助金交付申請書兼実績報告書の提出があ

った場合は、くじ引きによる抽選を公開にて行います。（不足書類のある申請は、抽

選から除外します。） 

(6) 若干名の補欠を募集する場合があります。受付終了後に予算が余った補助区分があ

った場合、令和９年２月１２日（金）以降に補欠の中から抽選を行い、交付対象者を

決定します。 

(7) 受付状況は、名古屋市公式ウェブサイトで随時公開予定です。 

(8) 執行状況により各補助事業間における予算の流用を行う可能性があります。予算の 

流用を行う場合は、ウェブサイトにて告知を行いますので適宜ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 補助事業の募集について 
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(1) 申請を取下げするとき 

補助金の申請をした方が、申請を取下げするときは、速やかに「補助金取下届出書

（第４号様式）」を郵送又は名古屋市電子申請システムにて提出してください。 

(2) 設備の管理等 

  補助金の交付を受けた方は、補助の対象となった設備を一定期間適正に管理及び運

用しなければなりません。 

また、期間内に設備を処分（売却、譲渡及び廃棄など）する場合は、補助金の全部又 

は一部を返還しなければならない場合がありますのでご注意ください。 
 
※管理期間は下記の通りです。 

補助区分 管理期間 

太陽光発電設備、HEMS、 

蓄電システム又は V2H 充放電設備 
事業完了日から６年間 

ZEH、ZEH＋、GX 志向型住宅を構成する

設備 
事業完了日から６年間 

V2H 充放電設備 事業完了日から５年間 

蓄電システム 事業完了日から６年間 

断熱窓改修 事業完了日から１０年間 

家庭用燃料電池システム 事業完了日から６年間 
 

(3) 補助金の取消 

申請者が「住宅等の脱炭素化促進補助金交付要綱」に違反した場合、補助金の交付決 

定を取り消すことがあります。 

(4) 現地調査 

  必要に応じて申請者に対して報告を求め、現地調査等を行う場合があります。 

(5) アンケートへのご協力 

  補助金の交付を受けた方には、対象設備及び地球温暖化防止等に関するアンケート

などにご協力いただく場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ その他 
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（１）補助額・補助要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 内容 

補助額 1 件あたり 3万円 

補
助
の
要
件 

対
象
者 

□個人の場合は、対象システムを設置する名古屋市内の住宅に居住していること（住民

票の現住所が対象システムを設置する住宅であること）。対象システムを設置する住

宅が共同住宅の場合は、住民票の現住所が名古屋市内であること。 

□法人の場合は、本店又は主たる事務所が名古屋市内であること。 

□くらしカーボンニュートラルクラブへの入会を申請すること。（個人に限る。） 

対
象
設
備 

□一般社団法人燃料電池普及促進協会により契約または申請時点で停電時自立運転機

能付きの機器として登録されているもの。 

□未使用品であること。（移設されたものは補助対象外） 

□補助事業者が購入するもの（リースは補助対象外）。 

そ
の
他 

□愛知県の補助金（愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金）を含みます。

（事業所への設置を除く。） 

６ エネファームの詳細について 
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（２）提出書類                   ※提出書類は写しでも構いません。 

〇交付申請書兼実績報告書提出時 

提出書類 参照ページ 

① 補助金交付申請書兼実績報告書（第１号様式）  

②  
「工事請負契約書の写し」、「売買契約書の写し」又は「注文書・注文請

書の写し」  
Ｐ9 

③ 
申請者の「住民票」または住所、氏名、生年月日が記載された「住民票記

載事項証明書」の写し（郵送時の消印日前又は電子申請日前 6 か月以内

に発行されたもの）※法人が申請する場合は不要です。 

Ｐ9 

④ 領収書等の申請者が補助対象経費を支払ったことを証明できる書類 Ｐ10 

⑤ 設置した住宅全体のカラー写真  Ｐ10 

⑥ エネファームの設置状況を示すカラー写真 Ｐ10 

⑦ エネファームの保証書（保証開始日、補助事業者の氏名及び住所、型式

が確認できるもの） 
Ｐ10 

⑧ エネファームの製造番号及び発電出力が確認できるもの（銘板のカラー

写真等） 
Ｐ11 

⑨ 
「くらしカーボンニュートラルクラブ」入会申込書（個人（個人事業主

及び管理組合の管理者を除く。）に限る。） 
Ｐ11 

次に該当する場合は、以下の書類も必要です。  

⑩ 

【個人（共同住宅での申請）、法人が申請する場合】 
対象システムの設置場所が名古屋市内の住宅であることが確認できる書

類（対象システムを設置した住宅等に居住している者の住民票もしくは住所、

氏名、生年月日が記載された住民票記載事項証明書又は対象システムを設置し

た住宅等の登記事項証明書（交付申請書郵送時の消印日前又は電子申請日前 6 

か月以内のもの。）、固定資産の評価証明書もしくは固定資産税の課税明細書等

（令和 8年度のもの。）） 

Ｐ11 

⑪ 
【対象システムが設置された住宅を購入した場合】 
住宅の引渡証明書等の住宅の引渡日が確認できる書類 

Ｐ11 

⑫ 

【法人が申請する場合】 
法人の「登記事項証明書」（郵送時の消印日前又は電子申請日前 6か月以

内に発行されたもの） 

Ｐ12 

⑬ 
【管理組合の管理者が申請する場合】 
管理規約及び管理組合の管理者の選任が確認できる資料 

Ｐ12 

  

〇請求書提出時 

提出書類 参照ページ 

⑭ 補助金交付請求書（第６号様式） Ｐ12 

⑮ 通帳の写し等 Ｐ12 
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（３）提出書類の注意事項 

① 補助金交付申請書兼実績報告書（第１号様式） 

  別途記載例をご確認ください。 

 

②「工事請負契約書の写し」、「売買契約書の写し」又は「注文書・注文請書の写し」 

 ア 注文書・注文請書の場合は両方の写しを提出すること。 

イ 注文者（契約者）名は補助金の申請者と同一であること。 

ウ 収入印紙が適切に貼付されており、申請者と工事請負業者双方の押印がなされていること。 

（電子契約の場合は不要ですが、電子契約であることが分かるクラウドサイン等を提出して

ください。） 

エ 対象システムの補助対象経費の内訳が記載されていること。 

（契約書に記載がない場合は、見積書等契約金額の内訳が分かる書類を添付してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  申請者の「住民票」または住所、氏名、生年月日が記載された「住民票記載事項証明書」の

写し 

ア 郵送時の消印日前又は電子申請日前６か月以内に発行されたものを提出してください。 

イ 個人番号を省略したものを提出してください。 

 

エネファーム設置工事     4,545,454 円（税別）  

機器費     4,045,454 円（税別）   

工事費    500,000 円（税別） 
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④ 領収書等の写し 

 ア 契約書の合計金額と一致していること。 

一致していない場合は、但し書きか領収内訳書で対象システムに係る補助対象経費が記

載されていること。 

イ 補助金の申請者と同一であること。 

ウ 収入印紙が適切に貼付されていること。 

（電子領収書やクレジット払いであることが明記されている場合は不要です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤  設置した住宅全体のカラー写真 

ア 建物全体が映っていますか。 

イ 複数の住宅がある場合は、矢印などを追加して分かるようにしてください。 

ウ モノクロの写真は不可です 

 

 

⑥  エネファームの設置状況を示すカラー写真 

ア モノクロの写真は不可です。 

 

 

⑦  保証書 

 ア 対象システムの型式が記載されていること。 

イ 保証開始日の記載があること。 

ウ 氏名は補助金申請者名と同一であること。 

エ 対象システムを設置した住宅の住所が記載されていること。 

  

 

エネファーム設置工事費として 
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⑧ エネファームの製造番号及び発電出力が確認できるもの（銘板のカラー写真等） 

 ア 写真の場合、鮮明に製造番号や発電出力が確認できるものを提出してください。 

 

⑨ 「くらしカーボンニュートラルクラブ」入会申込書 

 

⑩ 対象システムの設置場所が名古屋市内にあることが確認できる書類 

＜住民票、住民票記載事項証明書の場合＞ 

ア 対象システムを設置した住宅のものを提出してください。 

イ 郵送時の消印日前又は電子申請日前６か月以内に発行されたものを提出してください。 

 

＜登記事項証明書の場合＞ 

ア 建物の種類は「居宅」または「共同住宅」となっていますか。 

イ 郵送時の消印日前又は電子申請日前６か月以内に発行されたものを提出してください。 

 ウ 法務局で発行されたものを提出してください。 

（登記情報提供サービスから出力した書類は使用できません。） 

エ 「建物」の登記を提出してください。（「土地」ではありません。） 

 

＜固定資産の評価証明書、固定資産税の課税の場合＞ 

ア 建物の種類は「居宅」または「共同住宅」となっていますか。 

イ 令和８年度のものをご提出ください。 

 

 

⑪  住宅の引渡証明書等の住宅の引渡日が確認できる書類 

ア 申請者の氏名、住宅の住所、引渡日が記載されていますか。 

イ 名古屋市指定の様式による提出も可能です。（様式は名古屋市公式ウェブサイトよりダ

ウンロードできます。） 
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⑫  法人の「登記事項証明書」 

ア 郵送時の消印日前又は電子申請日前６か月以内に発行されたものを提出してください。 

 イ 法務局で発行されたものを提出してください。 

（登記情報提供サービスから出力した書類は使用できません） 

ウ 本店又は主たる事務所が名古屋市内となっていますか。 

 

⑬  管理規約及び管理組合の管理者の選任が確認できる資料 

 

⑭ 補助金交付請求書（第６号様式） 

別途記載例をご確認ください。 

 

⑮ 通帳の写し等 

 ア 銀行名、支店名、口座名義のフリガナが確認できる書類を提出してください。 
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